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平成２４年（受）第２００７号 不当利得返還等請求事件 

平成２６年１０月２８日 第三小法廷判決 

 

            主     文 

            １ 原判決を破棄し，第１審判決を取り消す。 

            ２ 被上告人は，上告人に対し，２１３３万２８３５円 

及びこれに対する平成２３年６月４日から支払済み 

まで年５分の割合による金員を支払え。 

            ３ 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 

            理     由 

 上告人及び上告代理人古川和典ほかの上告受理申立て理由について 

 １ 本件は，破産者株式会社Ａ（以下「破産会社」という。）の破産管財人であ

る上告人が，被上告人と破産会社との間の契約が公序良俗に反して無効であるとし

て，当該契約により破産会社から金銭の給付を受けた被上告人に対し，不当利得返

還請求権に基づき，上記の給付額の一部及びこれに対する遅延損害金の支払を求め

た事案である。 

 ２ 原審の適法に確定した事実関係の概要は，次のとおりである。 

 (1) 破産会社は，平成２２年２月頃から，金銭の出資及び配当に係る事業（以

下「本件事業」という。）を開始した。本件事業は，専ら新規の会員から集めた出

資金を先に会員となった者への配当金の支払に充てることを内容とする金銭の配当

組織であり，無限連鎖講の防止に関する法律２条に規定する無限連鎖講に該当する

ものであった。 

 (2) 被上告人は，平成２２年３月，破産会社と本件事業の会員になる旨の契約
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を締結した。被上告人は，同年１２月までの間に，上記契約に基づき，破産会社に

対して８１８万４２００円を出資金として支払い，破産会社から２９５１万７０３

５円の配当金の給付を受けた（以下，上記配当金額から上記出資金額を控除した残

額２１３３万２８３５円に係る配当金を「本件配当金」という。）。 

 (3) 破産会社は，本件事業において，少なくとも，４０３５名の会員を集め，

会員から総額２５億６１２７万７７５０円の出資金の支払を受けたが，平成２３年

２月２１日，破産手続開始の決定を受け，上告人が破産管財人に選任された。上記

破産手続においては，本件事業によって損失を受けた者が破産債権者の多数を占め

ている。 

 ３ 原審は，上記事実関係の下において，本件配当金の給付が不法原因給付に当

たり，上告人は民法７０８条の規定によりその返還を請求することができないと判

断して，上告人の請求を棄却すべきものとした。 

 ４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次

のとおりである。 

 本件配当金は，関与することが禁止された無限連鎖講に該当する本件事業によっ

て被上告人に給付されたものであって，その仕組み上，他の会員が出えんした金銭

を原資とするものである。そして，本件事業の会員の相当部分の者は，出えんした

金銭の額に相当する金銭を受領することができないまま破産会社の破綻により損失

を受け，被害の救済を受けることもできずに破産債権者の多数を占めるに至ってい

るというのである。このような事実関係の下で，破産会社の破産管財人である上告

人が，被上告人に対して本件配当金の返還を求め，これにつき破産手続の中で損失

を受けた上記会員らを含む破産債権者への配当を行うなど適正かつ公平な清算を図



- 3 - 

ろうとすることは，衡平にかなうというべきである。仮に，被上告人が破産管財人

に対して本件配当金の返還を拒むことができるとするならば，被害者である他の会

員の損失の下に被上告人が不当な利益を保持し続けることを是認することになっ

て，およそ相当であるとはいい難い。 

 したがって，上記の事情の下においては，被上告人が，上告人に対し，本件配当

金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは，信義則

上許されないと解するのが相当である。 

 ５ 以上によれば，上記のような点を考慮することなく，上告人の請求を棄却し

た原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨

は，この趣旨をいうものとして理由があり，原判決は破棄を免れない。そして，上

記事実関係及び上記４に説示したところによれば，本件配当金に相当する２１３３

万２８３５円及びこれに対する返還の催告後である平成２３年６月４日から支払済

みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める上告人の請求には

理由があるから，これを棄却した第１審判決を取り消し，同請求を認容すべきであ

る。 

 よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官木内道

祥の補足意見がある。 

 裁判官木内道祥の補足意見は，次のとおりである。 

 私は，本件の事実関係の下で，不法原因給付としての返還拒否が信義則上許され

ないとの法廷意見に賛同するものであるが，返還請求する者が破産管財人であるこ

とと信義則の関係について，私の考えるところを述べることとする。 

 無限連鎖講のように，実現不可能な高利率の配当を約束して出えんを募り，その
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配当の実施を誘因としてより多くの出えんを得ようとする事業では，出えん者の大

多数は出えんの填補を得られないことが必至である。この事業における利得者は出

えんを超える配当を受けた少数者であり，その利得の元となった他の出えん者は損

失を受けており，事業実施者に対する債権者となっている。 

 その事業実施者が破産した場合，破産管財人が行う給付（利得）の返還請求は，

破産者に代わって行うものということはできない。破産制度の目的は「債務者の財

産等の適正かつ公平な清算を図る」ことであり（個人破産については「債務者につ

いて経済生活の再生の機会の確保を図る」ことが加わる。），その目的のために

「債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に

調整」（破産法１条）するという破産管財人の任務の遂行としてこれを行うのであ

る。 

 破産管財人の任務遂行によって得られた資産は，破産財団に属し，手続費用を含

む財団債権及び破産債権の全てを支払って余剰が生ずるというような稀有な事例を

除けば，破産者に交付されることはない。破産手続の廃止は，破産財団が破産手続

の費用に不足する場合になされることはもちろんであるが，破産管財人は換価し得

るものは換価し尽くして手続費用を含む財団債権に充て，なお不足する場合に廃止

の申立てを行うのが実務の通例であり，破産管財人が第三者から回復した財産が破

産廃止により破産者に戻されるようなことは，実際上，考えられない。 

 会員を含む破産債権者への配当が実施されれば，その配当額については破産者の

債務が減額されることにはなるが，破産者にとっての破産債務の消滅ないし自然債

務化は，破産配当の有無を問わず，法人であれば破産終結に伴う法人格の消滅によ

り，個人であれば免責許可によってなされるのが破産制度の基本的な仕組みであ
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り，破産管財人に対する給付の返還が直ちに破産者の債務の消滅に結び付くもので

はない。破産管財人の不当利得返還請求を認めることをもって，反倫理的な事業を

行った破産者に法律上の保護を与えることになるということはできない。 

 以上の観点からすれば，本件において，破産管財人の返還請求を認めないとすれ

ば，他の会員の損失の下に本件事業により相当額の利得を得た者がその利得を保持

し続けることを許容することになるのは法廷意見の述べるとおりであり，他方，本

件における破産管財人の返還請求はそのような結果を回避して，損失を受けた会員

を含む破産債権者など利害関係人の権利関係を適切に調整するためのものであるか

ら，不法原因給付に当たることを理由として給付の返還を拒むことは，信義則上許

されないと解すべきである。 

(裁判長裁判官 木内道祥 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 

大橋正春 裁判官 山崎敏充) 


